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平成 23 年度事業再評価対象事業 18 件について、平成 23 年 12 月 15 日付け｢事業再評価に係る有

識者会議における意見とりまとめ｣を踏まえ、市として次のとおり対応方針を決定したので公表する。 

別紙に事業再評価の対応方針一覧表を示す。 

 

記 

 

第１ 対応方針の分類 

対応方針の分類は次の５段階とした。 

・ 事業継続（Ａ）…完了時期を宣言し、重点的に実施するもの 

・ 事業継続（Ｂ）…(Ａより優先度は劣るものの)予算の範囲内で着実に継続実施するもの 

・ 事業継続（Ｃ）…(Ａ，Ｂより優先度が劣り)限定的な実施にとどまるもの 

・ 事業休止（Ｄ）…複数年にわたって予算の執行を伴わないもの 

・ 事業中止（Ｅ）…事業を中止するもの 

なお、事業継続（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）並びに（Ｄ）は、「国土交通省所管公共事業の再評価実施

要領」における「事業継続」に該当する。 

 

第２ 再評価対象事業についての対応方針 

□建設局 

■街路事業 

１「豊里矢田線（北田辺）」 

・ 本路線は、機能的な道路ネットワークを構築し周辺道路の渋滞緩和と地震時における重点

密集市街地の防災性向上を図るためにも重要な路線であり、依然として事業実施の必要性

は高く、完了期間宣言防災路線にも位置付けていることから、「事業継続（Ａ）」とする。 

・ 本路線の用地取得率は 92％となり、防災機能は概ね向上しているものの、一部用地取得が

難航し事業が長期化している状況である。今後も引き続き道路整備による事業効果を早期

に発現させるため、重点的に予算を配分し、平成 27年度の事業完了を目指す。 

 

２「河堀口舎利寺線」 

・ 本路線を含む生野区南部地区一帯は、老朽化した住宅が密集し、災害時に大きな被害を受

ける恐れがあることから面的整備が進められている。その中で本路線は地区中央部を東西

に貫通する道路として、防災性の向上が図られることや早期整備を求める嘆願書が住民か

ら提出されるなど事業実施の必要性は高く、事業効果の発現が遅れることの影響も大きい



ことから、「事業継続（Ｂ）」とする。 

・ 用地買収が難航しており事業が長期化しているが、住民からは早期整備を求める嘆願書も

提出されていることから、予算の範囲内で着実に事業実施に努め、面的整備としての生野

区南部地区整備事業の完了年度である平成 31年度の事業完了を目指す。 

 

３「鞍作線」 

・ 本路線は、大部分において歩道の連続性が確保されるなど一定の事業効果は発現している。

事業採択時に進行中であった加美地区の住宅整備が完了し、道路利用者も増加しており、

用地が確保された区間から暫定的な歩道整備を実施するなど、事業遅延による影響への対

応に努めるが、限られた予算の中で、限定的な事業実施となることから、「事業継続（Ｃ）」

とする。 

・ 今後、限られた予算の中で本路線への重点的な予算の配分は難しく、事業完了には長期間

を要するが、順次買取要望への対応等、限定的な事業実施とする。 

 

４「尼崎堺線（西成南）」 

・ 本路線は、湾岸地域を通過しているため大型車の交通量が非常に多い中、沿道の土地利用

が工場から大型店舗等に転換するなど、周辺地域は生活圏へと変化している。現況の歩道

幅員は狭く、歩行者等にとって交通安全上問題であるため、用地が確保された区間から暫

定的な歩道整備を実施するなど、事業遅延による影響への対応に努めるが、限られた予算

の中で、限定的な事業実施となることから、「事業継続（Ｃ）」とする。 

・ 今後、限られた予算の中で本路線への重点的な予算の配分は難しく、事業完了には長期間

を要するが、順次買取要望への対応等、限定的な事業実施とする。 

 

５「十三吹田線」 

・ 本路線は、淀川区から吹田市に至る幹線道路ネットワークの形成、幅員６ｍ未満の狭幅員

道路が多い当該地区の歩行者等の安全性や周辺地域の防災性向上を図るもので、本事業の

必要性は高いが、限られた予算の中で、限定的な事業実施となることから、「事業継続Ｃ」

とする。 

・ 今後、限られた予算の中で本路線への重点的な予算の配分は難しく、事業完了には長期間

を要するが、順次買取要望への対応等、限定的な事業実施とする。 

・ また、用地の買取要望があった場合、権利者との調整が円滑に行えるよう、予め境界確定

測量等を進めるなど、速やかな対応に努める。 

 

６「天王寺大和川線」 

・ 本路線は、密集市街地が広く分布しているＪＲ阪和線沿線地域の防災性の向上、ＪＲ阪和

線各駅へのアクセス機能の強化、都市環境改善等、地域で必要とされている様々な機能を

併せもつ道路として整備するものである。また、従来の都市計画道路とは異なり、整備前

の段階から地域協働に取り組んでいることから、沿線地域の本事業に対する関心は非常に

高く、早期の事業推進が求められている。さらに、区間北側の一部区間においては、重点

密集市街地内の完了期間宣言防災路線として位置付けられ、特に優先的な取り組みが必要



なことから、「事業継続（Ａ）」とする。 

・ JR 阪和線の高架化工事事業の完了後、本事業への地域の関心は高まっており、事業の必要

性も高いことから、引き続き地域協働等の先進的な手法に取り組みながら、重点的に予算

を配分し、平成 29年度の事業完了を目指す。 

 

７「正蓮寺川歩行者専用道」 

・ 本路線は、正蓮寺川総合整備事業の一環として多くの関連事業と連携して事業進捗を図る

必要があり、遅延による他の関連事業に与える影響は大きい。また、広域避難場所までの

アクセスルートとして防災上も重要であり、地元住民からも早期整備を求められるなど事

業の必要性は高いことから、「事業継続（Ｂ）」とする。 

・ 引き続き関連事業の工事進捗を勘案しながら、着実な事業実施を進め、正蓮寺川総合整備

事業全体の完成目途である平成 32年の事業完了を目指す。 

 

■ 道路事業 

８「市道西成区第 369 号線道路改良事業」 

・ 本事業は、歩行者等の安全対策ならびに自動車交通の円滑化、さらに防災上の面から必要

性が高い事業である。また、用地取得率も民有地に限れば９５％に達しており、事業完了

の見通しがあることから、「事業継続（Ｂ）」とする。 

・ 今後、限られた予算の範囲内で着実に事業実施に努め、一定区間用地確保が完了した箇所

から、順次歩車道分離の道路整備を進め、平成２６年度の事業完了を目指す。 

・ また、公共用地の取得についても大阪府等の関係機関との協議を重ねるなど調整について

一層努力し、用地取得に努める。 

 

９「主要地方道住吉八尾線道路改良事業」 

・ 本事業は、歩行者等の安全対策ならびに自動車交通の円滑化、さらに防災上の面から必要

性が高い事業であることから、予算の範囲内で着実に事業実施に努め、一定の用地確保が

できた区間から道路整備に着手することで早期に事業効果を発現させる必要があるため、

「事業継続（Ｂ）」とする。 

・ 今後、限られた予算の範囲内で着実に事業実施に努め、平成２６年度の事業完了を目指す。 

 

■ 橋梁事業 

１０「主要地方道大阪狭山線（下高野橋）橋梁架替事業」 

・ 本事業は、下高野橋の老朽化対策、狭隘な道路幅員の解消、治水環境の改善に寄与する事

業であり、事業の緊急性が高く、事業遅延の影響は極めて大きいことから、「事業継続（Ａ）」

とする。 

・ 今後、取付道路工事を実施し、交通切替を行い、自動車交通の円滑化や歩行者等の安全確

保など、事業効果の早期発現を目指す。その後既設橋撤去工事を行い、平成 27年度の事業

完了を目指す。 

 

□ゆとりとみどり振興局 



■ 公園事業 

１１「正蓮寺川公園」 

・ 本事業は、正蓮寺川周辺地区に緑地やアメニティ性の高いオープンスペースを提供し、広

域避難場所の高見地区へのアクセスルートとして地域の防災性を向上させるために歩行者

専用道と一体的に公園整備を行うものである。また、本事業は、正蓮寺川総合整備事業の

一環として位置づけられており、関連事業と連携して事業進捗を図り、完成に向け着実に

事業を実施する必要があるため、「事業継続Ｂ」とする。 

・ 引き続き、平成 32年度の完成に向け、必要となる予算を確保し、着実な事業の実施に努め

ていく。 

 

１２「津守中央公園」 

・ 本事業は、市民にレクリエーション活動や憩いを提供し、災害時には一時避難所となる地

区公園を整備するものである。当初の事業計画区域については既に供用を開始しており、

多くの市民に利用されている。さらに拡張区域を含めた全体を整備することで事業効果が

最大限に発揮されること、用地取得も完了していることから「事業継続Ｂ」とする。 

・ 平成 24 年度は予算凍結の影響を受けたが、引き続き、平成 25 年度末の完成に向け、着実

な事業の実施に努めていく。 

 

□都市整備局 

■ 住宅地区改良事業  

１３「長橋住宅地区改良事業」 

・ 住環境や防災面で多くの問題を抱えている長橋地区において、オールクリアランスの手法

による計画的な事業推進により、改良住宅の建設や施設整備を行うことで、地区住民に良

好な住環境を有した良質な住宅を提供し、必要な居住水準を確保するとともに、住宅の不

燃化や道路幅員の拡幅によって地区の防災力の向上も図る必要性の高い事業である。 

・ 南海・東南海地震などの大規模地震の発生が危惧されている中、自主建替が見込めない住

宅密集市街地である当該地区における対策は緊急性が高く、事業遅延による影響が極めて

大きい事業である。 

・ 大地主が用地買収に応じないため用地取得交渉が進展しない状況にあったが、地価の下落

率が減少に転じていることから、大地主が事業協力に理解も見せつつあり、他の土地所有

者も含め粘り強く交渉を進めていくこととする。以上のことから｢事業継続（Ｂ）」とする。 

・ 平成 24年度は、不良住宅を引き続き除却し改良住宅用地として取得する予定である。今後

も、権利関係者に粘り強く交渉を行いながら、用地取得・不良住宅の除却を進め、また、

事業進捗に合わせて改良住宅建設戸数を精査し、効果的・効率的な事業執行に努め、平成

27 年度の事業完了を目標に事業を進めることとする。 

 

□港湾局 

■ 港湾公害防止対策事業 

１４「大阪港内公害防止対策事業」 

・ 本事業は、大阪港内において堆積する底質ダイオキシン類の除去等を行うものであり、水



質の環境基準を超過していないことから直ちに健康被害が生じる状況ではないが、市民の

安心・安全を確保するものとして必要な事業である。しかし、全体事業費が 147 億円と巨

額であるにもかかわらず、年間 1 億円程度と非常に限られた事業費見込みとなっているこ

とから、事業継続（Ｃ）とする。 

・ 事業規模が広範囲かつ大量に及ぶ汚染特徴によることから、まずは技術的にも確立されて

いる中濃度ダイオキシン類対策を優先させ着実に対処していく。平成 24年度は、木津川運

河において、ダイオキシン類を含む汚泥浚渫を実施し、平成 25年度以降も引続き汚泥浚渫

を行い、平成 41 年度の事業終了を予定している。また、高濃度ダイオキシン類対策として

は、技術的課題も多いことから、安価で迅速に処理可能な無害化処理技術の早期実用化や、

厳しい財政状況を踏まえ、国庫補助の嵩上げ率の引上げなどさらなる財政措置も含め、対

策全般について国へ要望していく。 

 

■ 港湾緑地整備 

１５「此花西部臨港緑地整備事業」 

・ 本事業は、此花西部臨海地区における水際線の景観創出や憩いの場の提供、さらには災害

応急対策活動に資する防災緑地として必要な事業であり、現在、防災緑地としての機能は

部分的に確保できている。しかし、本事業は、大阪府の堤防施設上部に園路等を整備する

ものであるが、大阪府により実施予定の堤防補強までの間は整備をすることができないた

め、事業休止（Ｄ）とする。 

・ 大阪府による堤防補強実施までの間、事業は休止する。 

・ 事業休止中においても、周辺の空間地を活用したオープンスペースの確保など、災害発生

時に防災緑地機能の代替を果たせるよう、検討・対策を行う。 

・ 事業を再開する場合は、大阪府と調整のうえ、再開の妥当性について検証し、あらためて

大阪市建設事業評価有識者会議の意見を聴取する。 

 

１６「中央突堤臨港緑地整備事業（物揚場整備事業を含む）」 

・ 本事業は、天保山築港地区再開発事業のアメニティの核となり、さらには災害応急対策活

動に資する防災緑地として必要な事業であり、区域の一部を埋立造成し、緑地整備するも

のであるが、埋め立ての前段となる護岸築造工事が遅延したこと、集客施設に近い部分の

緑地については既に供用を開始し、オープンスペースとしての機能が部分的に確保できて

いることから、事業継続（Ｃ）とする。 

・ 既存区域の緑地及び物揚場整備を優先的に実施し、新たな埋立区域の着手時期については、

今後の周辺地域の整備の進捗度合いを見ながら慎重に判断するとともに、コスト縮減策等

を十分に検討したうえ、平成 38年度完成を目標とした効率的な事業実施に努める。 

 

■ 港湾土地造成事業 

１７「新人工島土地造成事業」 

・ 本事業は、港湾整備や維持管理に伴い発生する浚渫土砂や公共事業に伴う陸上残土の安定

的な受入れのため必要な事業であるが、社会経済情勢の変化に伴う土砂発生量の減少や他

の処分方法により、夢洲における処分場の受入れ期間が延伸する見込みとなったため、本



事業の完了予定年度も延伸することから、当面は事業の優先度を考慮し、事業休止（Ｄ）

とする。 

・ 夢洲における処分場の受入れ終期が平成 33 年度になる予定であり、平成 34 年度から新人

工島での受入れが必要となることから、護岸築造にかかる期間を考慮し、平成 30年度から

事業を再開する予定である。 

・ 事業を再開する場合は、社会経済情勢の変化や土地利用ニーズ等を踏まえ、事業スキーム

のあり方など、事業継続の妥当性について検証し、あらためて大阪市建設事業評価有識者

会議の意見を聴取する。 

 

□水道局 

■ 浄水施設整備事業 

１８「泉尾配水場建設工事」 

・ 泉尾配水場建設工事は、「大阪市水道・グランドデザイン」及び「大阪市水道・震災対策強

化プラン 21（基本構想）」の理念に即し、地震、渇水等の災害対策の強化を目的として、緊

急時における応急給水拠点の確保や大正区及びその周辺地域の給水安定性向上を図るもの

であり、東日本大震災の発生等で、事業開始当初より、多様なリスクへの備えの必要性や、

市民の防災意識が向上していることから必要性が高い。また、局運営方針における戦略の

中で具体的な取り組みとして本事業を位置づけており、早期に事業完了する目途を立てて

いることから、「事業継続（Ａ）」とする。 

・ 地盤改良工事の必要が生じ、工期が長期化したが、今後、引き続き躯体築造等を実施し、

平成 24年度の配水場建設工事完了を目指す。 

 

第３ その他 

今回、有識者会議から、非常に厳しい財政状況の下、数多くの都市基盤施設（インフラ）を適

切に管理・運営していくためには、全体的な更新計画を策定したうえで、予算配分の重点化を図

り、さらに効果的・効率的な実施に努めるなど、適切に対処するよう、総論として意見が付され

た。 

この意見に対する大阪市の考え方は、以下のとおりである。 

・ 平成 24年 7月末に策定された、市政改革プランにおける「公共事業の見直し」の考え方も

踏まえ、新たな都市基盤施設の整備に関する事業の更なる選択と集中を徹底するとともに、

既存の都市基盤施設については、施設の長寿命化の視点も踏まえた戦略的な維持管理を実

施するなど、「建設から維持管理への重点化」という観点も含めた見直しを進めていく。 

・ 維持管理計画については、引き続き策定を進め、平成 25年度中に主要な都市基盤施設ごと

に予防保全の観点を重視した維持管理計画の策定を完了し、同計画に基づき維持管理を推

進していく。 

・ また、長期にわたって事業に未着手となっている都市計画道路の計画の見直しを平成 24年

度中に完了させるなど、選択と集中を徹底した見直しを引き続き、推進していく。 
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